
平成 22年 度国保特別会計補正予算 (案)に ついて



1 補 正の目的

神奈"県 国保連合会のシステム改核費用の増加にともない、各保険者の拠出する分担
金が変更になるため。

2 補 正予算額
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(歳出)
1款 総務費
1項 総務管理費
1-般 管理費
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補正前の額

1財 政調整変付金 34 549 35 041

節 綺正前の資 補正額 計 備  考

19負 担金絡効及び交付金 74 748 492 75 240



1 補 正の目的

国保財政調整基金の利息分確定見込額の追加のため。

2 補 正予算額
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?騒解塵鰹合収入
1 目 利子及び配当金
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(歳出)
9款 基金積立金
1項 基金積立金
1 目 保険給付基金積立金
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補正前の額

100 439 100 48825積 立金



平成 23年 度国保特別会計予算 (案)に ついて



平成23年 度予算 歳 入歳出の格額は5, 272, 886千 円で 前 年度当初予算額

と比較して0 22%、  11, 432千 円の増加となりました。

<歳 入>

1 国 民性産保険料

今年度における国民控康保険事業に軍する費用は 国 東負担金等で賄われる部分を

除き、日保法第76条 に基づき被保険者から僚収するものです。

O医 療結付分
ツ       医 療給付費分は、被保険者全員には線されまえ 医療分の喜鷲となる医療費は総

付実績をもとに推計しています。

平成 23年 度国保事業特別会計の概要

O後 朔市伸を支援分

後期市静を支援金分は歳出の 「雀翔市節を支援金Jに より 被 保険者全員に賦採

されま汽

O介 苺分

か窪納付金分は、40歳 から64歳 の被保険者に庫課され、こ鷲となるものほ歳

山の 「介輩神付金額Jになりま汽

2 証 明手数料

ャ      納 付類の肛明手If4で 先

3 日 ほ支出金

O療 差給付費負7B金
一般被保険者の医療費などの文出に対し 国 が定率 (34%)で 負tBするもので

すが、前如高齢者交付金分は控除されます。

O高額医療費共同事業負担金

歳H4でtr上している、 「高類医療升共同事業拠出金」の1/4となりまれ

O特 定掟味珍査等負tDe

特定確床珍養に対する負担金で、費診費用を国の基準単価で外出しその3分の1

を国Ⅲで負担するもめであ



〇財政調整交付金

定率では、普通調整交付金 7%、 特別調整交付金 2%で すが 町 では調整を受け

全額は交付されていません。

O出 産育児一時査補助全

国の緊急少子化対策として、出産育児一時金の支裕額が4万 円引き上げられてお

りますが 引 き上げた4万 円のうち4分 の1を国庫補助するものです。

なお、22年 度までは補助率 2分の1で した。また 23年 度で終了の予定です。

4 療 碁給付費等交付金

退職被保険者分の医療表などに充当される交付金です。この交付金は、退職被保

険者分の医療費などの費用額から 退 職被保険者分の保険料を差し引いた、残 りの

金額が変付されるものです。

5 前 期高齢者変付金                              t

65歳 以上の被保険者を前期高齢者とし、その割合に応 じて交付される交付金で

あ  20年 度からの制度改正によつて創設された交付金です。

概略は 前 々年度の医療費実績や被保険者数に、日が決めた伸び率を乗じ 当 年度の

概算分として交付され、2年後に消算されます。

6 県 支出金

O高 額医療費共同事業負担金 特 定健康診査負担金

国庫支出金と同様です。

O特 定健診等負担全

国庫支出金と同様に県も健診費用の3分 の1を負担します。

○都道rF県財攻調整交付金

国の療養給付費負担金と同様に一般被保険者の医療費や、後期再節を支援登 介

護約付金などが算たの基確となります。

7 共 同事業交付金

商額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業からの変付金です。歳出の拠出全

の金額から 過 去の実績をもとに推計します。

9 繰 入金

保険基盤安定繰入金 職 員給与費等繰入金 出 産有児一時金等繰入金、財政安定

化支援事業繰入金までは法定繰入で そ の他一般会計繰入金が法定外の繰入です。



〇保険基盤安定繰入金

軽減分は 低 所得者層の保険料を法定で軽減した場合に そ の軽減部分を県が4

分の3 町 が4分 の1補墳するものです

支援分は 軽 減対象の紋保険者数に応して、平均保険村の一定割合を公葉 (国2

分の1 県 が4分 の1)で 補域するものです。

O職 員給与費等

人件費のほか 国 保事務経費等力1含まれます。 23年 度は枝保険者証更新年度の

ため 事 務経費が増額となっています。

O出 産有児一時金等繰入金

歳出の出産育児―埼金から国庫補助金を差し引いた額の3分 の2を襟 り入れるも

のです。

ψ      O財 政安定化支援事業繰入金

低所得者や高齢者が多いなど 保険者たる市町村の責めに帰することができないFE

由による国保財政への影響を勘秦して算定した額を国が補助するものです。

〇その他―ぼ会計繰八生

保険料の額を算定する際 歳 出の医療給付費に対して 国 庫や県費 支 払基金交十

金等の歳入を差し引いて足りない部分を保険料で脂いますが E猿 給↑費は年々増

"0をしております。保険料の大幅な上昇を抑制するためにその他繰入金を計上して

いまえ

<歳  出 >

1 総 務費

総務策の内容は 人 ■費などの国保運営事業事務経費のほか 国 保這合会への負

担企や共同電算妻託村 賦 繰徴収費などが合まれます。

23年 度は被保険苦証 (保険証)更 新の年となりますので そ の経費も合まれてい

ます。

2 保 険給付費

いわゆる 「医療費Jに 当たるもので 浅 出全体の約 70%が 保嘆給付費です

緩保映者の高齢化やE茨 技術の向上により 年 々医療費は増えてきています

○療奏諸費

療装給付費は 医 療機関に現物給付される区療費で 外 末、入院 歯 科 調 京」費用

などがあります。療表費は 現 金沿付の部分で主にあんま は りなどゃコルセット

などlr治療芸具の代金 ま た 校 保険者紅を握示せず=療 した際の沿付などです。



①高額療養費

世常ごとに決められた限度額を超えて被保険者が支払った医療費の一部を支冶する

ものです。申篤により支給 しますが 町 では月ごとに計算し 該 当者 した被保険者

に通知 しています。

〇高額 介 種合算療養費

21年 度からはじまつたもので 医 療分と介護保険の自己負担分を合わせて判定す

るものです。

○出産育児一時査

支給額は 21年 10月 より、緊急の少子イヒ対策として42万 円に引き上げられてい

ます。この特別措置は23年 3月 31日 までとなつていますが 国 では4月 以降も

42万 円を継続する方針をしめしていまえ

O移 送費

負傷 茨 病年により移動が困難なる者が、医師の指示により移送された場合の費用

補兵を行 うものです。

3 老 人保驚拠出金

を大保驚制度は平成 20年 度から廃上となり 過 誤Ft5整年の精算分のみとなってい

ます。

4 介 護納付金

国から全国の保険若共通の単価が示され 40歳 から64歳 の被保険者教に応 じて

納付する4「護保険,↓度に対する納付金です。

5 後 期高齢者支援金等

を人保健制度に変わり創設された 後 期高齢者医療制度への支払いです 介 護納付
ヤ

金と同様に、全国平均の計算係数により支援金の額が算定されます。

6 前 期高齢を納付金等

後期高齢者支援全等と同じく 「高齢者の医療の確保に関する法律」で規定された

もので、各保険者の加入者のうち、65歳 以上の前期高断者の割合が大きい保険者ほ

交付金を受け 小 さい保険者は約付金をい うことになります。高焼苦の加入割合が多

い市町村国保は変付金を受けることになり歳入で交付金を見込んでいます。

変付金を受けていながら納付金を払うのは 過 大な納付金になる保険者の そ の過大

になった部分を全保険者で接分 し納付するためで 受 け取る交付金と相殺されないた

め歳出科目にFl上してあります。



7 共 同事業拠出金

国民盛庫保険団体連合会が 事 業主体となって実施している、高額医療費共同事業

と保険財政共同安定化事業への拠出金が主なもので坑

高額医療費共同事業は、1件 80万 円以上の高類な医療費の59%を 市町村の拠出金

で交付し、国及び県でも市町村拠出金の4分 の1に相当する額を負担しますも

保険財政共同安留 ヒ事業は、 1件 30万 円以上の医療費のうち 8万 円を超え80万

円までの部分の59%を 変付金で交付しまえ

8 保 健事業費

O保 健衛生普及費

制度広報費は、国保制度の周知のための費用で 広 報資料 エ イズパンフレット

ジェネリック薬品パンフレット等の購入費です。また 医 療交通知を年 6回 と付し

ており こ の郵送料も計上していまえ

ツ     O特 定健康診査 保 健指導事業策

20年 度からおまった特定健康診査 特 定保健指導に係る費用は、受診率等を見込

み算定しています。

9 基 金積立金

国保事業安定のための財ItFtB整基金への積立金です。

10 公 債牽
一時的な資金不足となった場合に、金融機関から借入をする際の利思です。

11 諸 支出金

○一般紋保険者過年度保険村還付金

前年度の日付まで遡つて資なを東大した時などに還付となる保険料の予算です。

①指定公策負担医療立音金

70歳 以上の紘保険すについては 法 律上2割負担ですが 日 の負担で 1割 として

いるため、現金給付となつた場合に い つたん保険者が負担するための予算です。な

お、指定公費負担医療立者金の財源は 指 定公費負担医療立誉交付金として同須が計

上されていまえ

牢
医療費等の歳出額は推計であり、急激な医療費高騰時等に備えるものです。ある程

度の勲篇費は確保したいが、保険料に影響するため考慮して算定します。



国民健康保険料の不納欠損処分について



フ

国保加入者は、自営業や無職の人などが力H入しており景気低迷が続くなか

保険料の納付が満る者も多くなっています。その対応として、瑞納者への電

話鵜告、日座勧堤、夜間 休 日の滞納軽理や綸付相談窓日の設IEを行つ

ています。また、悪質な滞納者に対しては資格証の交付や差押等の滞納

処分を実施するなどの様々な努力をしております。

しかし、国保の保険料の時劾は (役収権の消滅)は 2年 であり、 2年

以前の滞納分については 滞 納処分また徴収もできません。

近年、現年度分からの締納操越額が1億 5千 万円を超える金額になつ

ており、平成 15年 度以降毎年約 1億 円程度を不納欠損処分とし滞約繰

越額を圧縮 し、増加させないようにしてきました。

今年度分は現在事務処理を行つております。内容としては下砲のとお

りです。

平成 22年 度国民健康保険料の不納欠損処分について

・予定世帯数 600世 帯

・予定金額 800万 円1 1

1



収納率を上げるための取り組み

J

1 悪 韓 への対応

資籍証明書 短 期証の変付

平成 13年 度よりとにより義務化され 1年 間特別な理由もなく保険料

を推納している者に対しては、資格lmE明書を変付しています。また 有 効

期間が短い証 (短瀕証)を 変付することで、納付交渉を行い納付を促して

いまえ

〈平成22年 12月 末現在、賞格征明告 65世 精

短期肛   560世 話)

格納処分の実施

所得や輩産があるのもかかわらず、保険料を満納している悪質な溝納者

に対しては給与、預金等の差HFえを実施していまれ

(平成23年 1月末現在 15+)

2 勅 付しやすい環境づくり

夜間及弥 ,紛 付憲日

滞納整理強化週間を概け 月 電Pか ら金8日 までの午後7時まで夜問納

付窓口を開設しています。また休日納付相厳窓日も設けて対応していま

す。

電話等で連絡がとれない浦油者には 直 接自宅を訪問し綸付奏渉も実施

していまえ

3



国民健康保険制度改正 (案)に っいて



駆

暫定的に引き上げた出産育児一時金の支給額の恒久化

2 国 民健康保険料眼度額の4万 円引き上げ

現在の出産育児一時金の支お額は 緊 急の少子化対策として、平成 23年 3

月末までの暫定措置との位置づけで4万 円引き上げられ42万 円とされていた

が、来年度からは恒入イヒする。また、今回の引き上げ分 (4万 円)の 財沢構成

は 出 産有児二時金補助金が2分 の1か ら4分 の 1になり 国 産補助を差し引

いた残 りの3分 の2が 一般会計法定繰八、3分 の1が保険料になります。

要

フ

紙  要

高齢化の進展などで医療費が増結し そ れにやつて国保料総額の増加も選け

られない中 中 間所得者層によリー層の負担を求めるのは困難と判断し、課税

限度額に達している高所得者層に新たな負担を求めることとし 限 度額に選す

る世帯の割合が4%台 になるよう適宜引き上げてきた従来の方41を平成 22年

度に転換 し 核用者保険との公子性を踏まえ t3全けんぽの本人負担の上lE(平

均保険料率を用いるとf193万 P3■ 護分を合めると約 108万 円)を 目安に

今後の段階的な引き上げをめざす

容

医療分保険料 1万 円引き上げ  50万 円 →  51万 円

後期高齢者支援金分保険村 1万 円引き上げ  13万 円 →  14万 円

介護分保険料 2万 円ラき上げ  10方 円 →  12万 円

1


